
年末調整業務についてのお知らせ
源泉所得税納期特例事業主さまは、令和７年7月～12月までの賃金支払分源泉所得税の納付が令和８

年1月２０日（火）までになっています。１２月分賃金支払後随時受け付けますので、税務署から送

られてきた封筒に入っている源泉徴収簿等に記入の上、従業員の控除証明書（生命保険、地震保険、

個人年金、国民(厚生)年金、小規模企業共済など）、納付書を一緒に商工会までお持ちください。

（源泉徴収簿のファイルも一緒にお持ちください。）

令和７年度税制改正により、所得税の「 基礎控除」や「給与所得控除」

に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
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下記に該当する場合、必要書類を提出、及びお知らせください。

・国民健康保険の保険料を支払っている従業員さんがいる場合→役場でもらえる保険料の証明書

・年金収入のある配偶者、給与等の収入のある配偶者、給与等の収入がある１９歳以上の子供を扶養

にする場合→収入金額をお知らせください。

これらの改正は、原則として令和７年12月１日に施行され、令和７年分以後の所得税について適用され

ます。このため、令和７年12月に行う年末調整又は確定申告で適用されることになります。

(1)基礎控除の見直し

所得税の基礎控除について、合計所得金額の区分

が3段階から8段階へ変更され、控除額は最大で

95万円となりました。

(3)給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万

円に引き上げられました。

＊合計所得金額132万円超655万円以下の3つの区分は、

令和7年分と令和8年分の所得税のみに適用されます。

令和9年分以後は、合計所得金額132万円超 2,350万円以

下の区分の基礎控除額はすべて 58万円となります。

(2)特定親族特別控除の創設

大学生年代の子などについて、控除対象扶養親族として

の所得要件を超えた場合にも、一定の所得控除を受けら

れる仕組みが導入されました。この新たな控除を特定親

族特別控除といいます。

特定親族とは...

所得者本人と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の

親族等で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人。

（配偶者及び青色事業専従者等を除きます。）

(4)同一生計配偶者や扶養親族等の所得要件の見直し

合計所得金額などの金額要件が引き上げられました。

同一生計配偶者・扶養親族 合計所得金額 48万円以下→58万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者 合計所得金額 48万円超133万円以下→58万円超133万円以下

ひとり親控除の生計を一にする子 総所得金額等の合計額 48万円以下→58万円以下

勤労学生控除の勤労学生 合計所得金額 75万円以下→85万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 必要経費に算入する金額の最低保障額55万円→65万円

年末調整の仕方→

（You Tubeで見れます）

扶養控除（特定

扶養親族）と同額

段階的に控除額が

減少

年内は２６日(金)まで、年明けは

１月５日(月)より受付いたします。



令和７年度商工会会費後期分・青色申告会費口座引落としのお願い！

口座引き落としにされている事業所様は、商工会費後期分は令和７年１２月２２日（月）に、青色申告

会費は令和８年2月２日（月）に引落としになります。前日までに口座残高の確認をお願いします。

口座引き落とし以外の方で全納済以外の事業所様は振込か商工会窓口までご持参下さい。ハーンPayで

もお支払いいただけます。連絡頂ければ集金にお伺いいたしますのでよろしくお願いいたします。

女性部

活動報告

知らないうちに貯まります！
隠岐國商工会までご相談下さい。 08514-2-0376

女性経営者等資質向上セミナー

１０月9日(日)西ノ島町至誠館に於いて、令和７年度女性経営者等資質向上セミナーが行われました。講師にタ

レントの荒木まどか氏をお迎えして「パワフルMCが伝授するコミュ力アップセミナー」というテーマで講演を

していただきました。コミュニケーションの柱は『話し方、リアクション、笑顔！』ゲーム感覚で自己紹介をし

たり、向き合って相手の素敵な所を言い合ったりと終始笑顔で楽しい講演会でした。

１口２,０００円から始められる

１０年または５年満期の

死亡保証付き貯蓄型共済！

加入資格…商工会会員とその家族、従業員が加入できます。

６歳～７０歳まで、１人３０口まで加入OK

初回加入時、満期時は健康状態の告知が必要です

満期金・・・掛金の積立＆利息・配当金をお受け取りできます

死亡共済金…被共済者が万が一の時、共済金に合わせて積立金

もお支払いします

マル経融資制度
商工会で経営指導を受けている小規模事業者（商工業者に

限る。）であって、商工会長の推薦を受けた方で、経営改善

に必要な事業資金（運転資金・設備資金）を無担保・無保証

人でご利用できる制度です。

■ 融資限度額 ２，０００万円

■ 融資利率（年） 2.10％（令和７年１２月１日現在）

■ 返済期間 運転資金 7年以内（1年以内）

（うち据置期間） 設備資金 １０年以内（2年以内）

※一般貸付も取り扱っています。

(＊１５歳未満は１０口まで)

加入申し込みは 商工会（08514）2-0376 又は

隠岐地区は隠岐汽船の1,000円割引券

が3枚とツアーの2,000円割引券が乗

船券購入時に使用できます。

チェック！

記帳機械化をご利用の事業所様にお願い

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 必要経費に算入する金額の最低保障額55万円→65万円

スマイル～

話すのが苦手

な人は相手の

好きなことを

聞いて質問

しよう。

記帳機械化始めませんか？
記帳機械化とは…
事業者の皆様に代わって日々の会計を商工会

のクラウド会計ソフト『MA1』に入力し、決算・申告

をする記帳代行と、事業者の皆様自身で『MA1』

に入力し、決算・申告をする記帳自計化があり

ます。

商工会が日々の会計業務の手助

けを行い、事業者様の業務の効率

化を図ることができます。

＊提出する帳簿の整理状況や量によって手数

料が変わります。（月額１，１００円～５，５００円）

＊月額手数料の他にシステム利用料３，８５０円、

自計化の方はライセンス料１８，１５０円がかか

ります。

興味のある方は商工会までお問合せ下さい。

隠岐國商工会女性部活動

使い捨てコンタクトレンズの

空ケース回収にご協力ください
〈回収ボックス設置場所〉 海士町役場「しゃばりば」

開発センター・海士中学校・亀田商店・JAグリーンス

トアAMA・キンニャモニャセンター２F・隠岐國商工会

海士町社会福祉協議会（ひまわり）・知夫村

～回収実績～

令和６年度・・・約８㎏

令和７年度・・約10㎏

（12月現在）

ご協力いただき

ありがとう

ございます。

今年も残りわずかとなりました。日計表の記入、提出、自計化

の方は入力が順調に進んでいますでしょうか？お忙しいとは思

いますが、処理がたまっている事業所様は決算が遅くなります

ので至急提出、入力をお願い致します。

消費税を支払う課税事業者の方は、売上、仕入、経費に軽減税

率対象品目がある場合は必ず区分仕訳をして下さい。

（8％、10％の記入）

消費税の申告が本則課税の方は経費の支払い先がインボイスの

登録事業者かそうでないかをわかるようにしてください。

＊12月までの日計表は必ず

1月末までに提出をお願いします。

２月１日以降に提出さた日計表はすべて延滞料の対象

となりますのでご了承ください。(１ヶ月1,100円 )
「小規模企業共済」って何？
小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主（共同経営者を含む）または

小規模企業の役員の方が、廃業や退職後の生活安定資金、事業再建資金を

あらかじめ積み立てて準備することができる退職金制度です。
お得なポイント①

掛金は全額控除
掛金月額は1,000円～70,000円で、

その範囲内において500円刻みで増

額・減額をいつでもすることができ

ます。払い込んだ掛金は全額が小規

模企業共済等掛金控除として課税対

象となる所得から控除できます。

お得なポイント②

受取時も税制メリット
共済金(退職金)は退職、事業廃業時等で

なくとも年齢が65歳以上、掛金を15年以

上納付していれば共済金(退職金)を受取

ることが出来ます。一括で受け取る場合は

退職所得扱い、分割で受け取る場合は、公

的年金等の雑所得扱いになります。

お得なポイント③

資金に困ったら
掛金納付月数により、掛金

の７割～９割の範囲内で貸

付制度がご利用できます。

一般貸付の貸付利率は年

利1.5%です。

小規模企業共済
【国がつくった退職金制度】

・既存事業を引き継いで起業したい。

・事業承継に関わる相談に乗ってほしい。

・後継者がいない。・他社に譲りたい。

・他社を譲り受けたい。

《支援内容》

親族内承継・第三者承継の相談、Ｍ＆Ａ

マッチング支援、事業承継計画策定支援、

事業承継診断、セミナー実施など

島根県事業承継・引継ぎ支援センター

島根県松江市母衣町55-4

松江商工会議所ビル6階

TEL：0852-33-7501 FAX：0852-61-1171

月曜～金曜／9：00～17：00

[HP] ｈｔｔｐｓ：//ｓｍｎ-ｈｋｔｇ．ｇｏ．ｊｐ/

島根県事業承継

引継ぎ支援センターは

あらゆる事業承継の相談窓口です。

「加入したいけど７０歳以上だからダメだわ～」という方は、

お子さんやお孫さんに掛けてあげることができます！

例えば・・・８歳、男の子、１口２，０００円の場合（１０年満期）

＜保障内容＞

死亡共済金、高度障害給付金 １００万円

貯金積立金 ２１９，３６０円＋配当金・利息

高校卒業、進学のお祝いにあてることもできます！


